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予防接種時の間違いの報告について 

 

 

予防接種時の間違いについては、平成 25 年３月 30日付け健発 0330 第２号厚

生労働省健康局長通知別添「定期接種実施要領」において、市町村長は定期接種

を実施する際、間違いの発生防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握

できる体制をとることとされており、また、間違いを把握した場合には都道府県

を経由して厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課に報告するこ

ととされています。 

今般、令和６年度中に県内市町村で発生し、厚生労働省健康・生活衛生局感染

症対策部予防接種課へ報告した間違いの概要、ワクチン別の集計は別紙１、２、

３のとおりですので、その内容についてご了知いただくとともに、取扱いに十分

ご留意の上、貴会員への周知にご配意いただきますようお願いいたします。 

また、別添「予防接種による間違いを防ぐために」についても参考としてあわ

せてお知らせします。 

事務担当 感染症・疾病対策課 

感染症対策推進担当 丹羽 

電話番号 ０７６－４４４－８９２０ 



別紙１

間違いの態様
間違い
件数

備考

1.接種するワクチンの種類を間違えてしまった。（2.を除く） 2

2.対象者を誤認して接種してしまった。 4

3.不必要な接種を行ってしまった。（ただし任意接種だとしても、医学的に妥
当な説明と同意に基づくものであれば含めない）

13

4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を短くしてしまったあるいは長くして
しまった）

29

5.接種量を間違えてしまった。 0

6.接種部位・投与方法を間違えてしまった。 0

7.接種器具の扱いが適切でなかった。（8.を除く） 0

8.既に他の対象者に使用した針を使う等、接種器具の適切でない取り扱いのう
ち、血液感染を起こしうるもの。

0

9.期限の切れたワクチンを使用してしまった。 8

10.凍らせてしまう、冷蔵されていなかった等、不適切な保管をされていたワク
チンを使用してしまった。

0

11.その他 11

予防接種の間違い報告書



別紙２

具体的な内容
間違い
の人数

1 2.対象者を誤認して接種してしまった。 R6.8.9 日本脳炎
姉妹（姉）に誤接種
した。

1

2 2.対象者を誤認して接種してしまった。 R6.10.5
ジフテリア、破傷風
２種混合ワクチン

兄妹（兄）に誤接種
した。

1

3
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.9.7 子宮頸がん

３回目の予防接種は２
回目の接種から３か月
以上の間隔をおくこと
としているが、８４日
（12週）で接種をし
た。

1

4
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R6.10.23
麻しん風しん
(Lot.No Y330)

力価低下のおそれがあ
るため有効期限が
R6.10.14に短縮された
ワクチンをR6.10.23に
接種した。

1

5 11.その他 R6.10.11 日本脳炎第２期
９歳の誕生日の前日
より前に接種

1

6 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.10.24 小児肺炎球菌

１回目の接種が７か月を
過ぎているにもかかわら
ず、初回３回目（１歳
前）を接種。３回目の接
種が１歳以降でないため
追加接種と認められな
い。

1

7
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.11.29 日本脳炎

追加接種は初回２回目の
接種終了後、６ヶ月以上
あけて接種することに
なっているが、接種間隔
が５か月と１６日で接種
をした。

1

8 11.その他 R7.1.16 ロタリックス

接種対象期間を超え
た年齢で接種。（有
効期間が切れた接種
券を使用）

1

9
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R7.2.21 四種混合
3回目接種後6ヶ月以
上あけるべきところ、1
日早く接種した。

1

10
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.3.13 水痘

令和６年３月６日に
MRワクチンを接種。
27日間の接種間隔を
あけずに１週間後の
３月13日に水痘ワク
チンを接種してし
まった。

1

11
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.3.14
ロタウイルス感染症
（ロタテック）

令和６年２月16日に
ロタテックの２回目
を接種。27日の間隔
をあけずに３回目を
接種してしまった。

1

「間違い」の態様

具体的内容
ワクチン

間違いの内容
「間違い」が起き
た日

予防接種の間違い報告書



12
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.3.14 小児用肺炎球菌

令和６年２月16日に
小児用肺炎球菌の２
回目を接種。27日の
間隔をあけずに３回
目を接種してしまっ
た。

1

13 11.その他 R6.3.29 MR２期
定期接種の時期より
２日早く接種してし
まった。

1

14 2.対象者を誤認して接種してしまった。 R6.5.11 日本脳炎（第２期）
弟に接種予定のワク
チンを誤って兄に接
種した。

1

15
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.4.25 Hib（追加）

令和５年10月16日に
３回目を接種。7か
月の間隔をあけずに
追加の接種をしてし
まった。

1

16
1.接種するワクチンの種類を間違えてし
まった。（2.を除く）

R6.8.9 ロタウイルス感染症

ロタリックスではな
く、ロタテックを
誤って１滴のみ口腔
内投与してしまっ
た。

1

17 11.その他 R6.8.5 MR２期
定期接種の時期より
早く接種してしまっ
た。

1

18
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R6.8.20 MR１期

有効期限がR6.8.15
までのワクチンを
R6.8.20に接種し
た。

1



19
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.9.25 B型肝炎（３回目）
１回目接種から139
日あけずに３回目の
接種を行った。

1

20
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R6.9.10 高齢者用肺炎球菌
有効期限がR6.7.22
までのワクチンを
R6.9.10に接種した

1

21
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.10.11 Hib（追加）

令和６年３月14日に
３回目を接種。7か
月の間隔をあけずに
追加の接種をしてし
まった。

1

22 11.その他 R6.10.11 小児用肺炎球菌

令和６年10月１日か
ら13価のワクチンは
定期予防接種として
扱わないことになっ
ていたが誤って13価
のワクチンを接種し
てしまった。

1

23
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R6.10.4 高齢者用肺炎球菌

有効期限がR6.9.27
までのワクチンを
R6.10.4に接種し
た。

1

24 11.その他 R6.10.26 小児用肺炎球菌

令和６年10月１日か
ら13価のワクチンは
定期予防接種として
扱わないことになっ
ていたが誤って13価
のワクチンを接種し
てしまった。

1

25
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.11.11 MR第１期

令和６年10月25日に
水痘ワクチンを接
種。27日間の接種間
隔をあけずに11月11
日にMRワクチンを接
種してしまった。

1

26 11.その他 R6.11.13 MR第２期
１年早い年中で接種
してしまった。

1

27 11.その他 R6.12.21 DT
接種年齢前にも関わ
らず接種してしまっ
た。（９歳で接種）

1



28
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R7.1.27
新型コロナウィルス
感染症

有効期限が１日切れ
たワクチンを接種し
てしまた。

1

29 3.不必要な接種を行ってしまった。 R7.2.3
新型コロナウィルス
感染症

1回目の接種を終え
ているにも関わらず
同じ病院で２度目の
接種を行ってしまっ
た。

1

30
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R7.3.18 高齢者用肺炎球菌

有効期限がR7.3.10
までのワクチンを
R7.3.18に接種し
た。

1

31
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R7.3.26 高齢者用肺炎球菌

有効期限がR7.3.10
までのワクチンを
R7.3.18に接種し
た。

1

32 11.その他 R6.7.6 MR2期

MRワクチン第2期の
接種は年長児に接種
するところを年中児
に接種した

1

33
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R7.2.18 日本脳炎

日本脳炎2回目と３
回目の接種間隔を
6ヶ月経過せず接種
した

1

34 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.10.29 HPVワクチン
HPVを5回接種した。
（キャッチアップ接
種）

1

35 11.その他 R6.3.27 MRワクチン
年長児になる者に4
日間早く接種した。

1

36
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.4.20 B型肝炎
139日空けるべきを
119日で接種した。

1

37 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.8.1 日本脳炎
日本脳炎ワクチンを
5回接種した。

1

38
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R7.2.4 水痘
MRワクチン接種後27
日空けるべきを11日
で接種した。

1

39
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R7.3.26 水痘
BCGワクチン接種後
27日空けるべきを21
日で接種した。

1

40
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.5.23 B型肝炎

１回目R6.1.11よ
り、１３９日以上の
間隔があいていな
い。

1

41
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.6.14 日本脳炎

日本脳炎初回２回目
R6.3.18より、６か
月以上の間隔があい
ていない。

1



42
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.6.19 日本脳炎

日本脳炎初回２回目
R6.4.1より、６か月
以上の間隔があいて
いない。

1

43
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.7.8 日本脳炎

日本脳炎初回２回目
R6.5.7より、６か月
以上の間隔があいて
いない。

1

44
9.期限の切れたワクチンを使用してしまっ
た。

R6.10.1
R6.10.7

麻しん風しん

R6.8.26の有効期限
のMR ワクチンを
R6.10.1および
R6.10.7に接種し
た。

2

45 11.その他 R6.11.30 麻しん風しん
年中児に接種した。
（定期接種の対象
外）

1

46
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.9.12 日本脳炎1期追加

前回接種日（初回2回目）
を母子手帳等で確認せ
ず、6か月以上空けなけれ
ばならないところを、短
い接種間隔で接種した。

1

47 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.11.26 インフルエンザ
インフルエンザワクチ
ンを2回接種した

1

48 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.11.26 インフルエンザ
インフルエンザワクチ
ンを2回接種した

1

49 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.11.14 インフルエンザ
同じ医療機関でインフ
ルエンザワクチンを2
回接種した

1

50 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.12.24 インフルエンザ
同じ医療機関でインフ
ルエンザワクチンを2
回接種した

1

51
1.接種するワクチンの種類を間違えてし
まった。（2.を除く）

R6.11.15 コロナワクチン

インフルエンザをＡ病
院で実施。その後、コ
ロナワクチンを受ける
つもりでＢ病院を受診
したが、インフルエン
ザワクチンを接種し、
実施後コロナでないこ
とに本人も気づく。

1

52 2.対象者を誤認して接種してしまった。 R6.11.21 インフルエンザ 65歳未満の接種 1

53
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.8.24 MR2期
MR2期を年長児で接
種するところ年中児
に接種した。

1

54
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.11.5 HPV
HPV1回目と2回目の
間隔が短かった。

1



55
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.4.1
Hib3回目
小児肺炎球菌3回目

同一ワクチンとの間
隔を1日短くしてし
まった

1

56
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.6.18 水痘1回目

生ワクチン同士の接
種間隔を短くしてし
まった。(間隔6日
間)

1

57
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.6.29
MR1期
水痘1回目

生ワクチン同士の接
種間隔を短くしてし
まった。(間隔25日
間)

1

58
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.10.15 HPV3回目
同一ワクチンとの間
隔を3日短くしてし
まった

1

59
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R7.1.25 日本脳炎

令和7年1月15日に日
本脳炎ワクチンの２
回目を接種、その後
日本脳炎の追加を令
和7年1月24日に接種
した。

1

60
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.12.21 日本脳炎

1期2回目から6か月
以上あけて、1期追
加を接種しなければ
ならないところ1日
早く接種してしまっ
た。

1

61
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.5.1 日本脳炎

日本脳炎1期追加の接
種は、初回接種終了後
6月以上空けて接種だ
が、3月早く接種し
た。

1

62
4.接種間隔を間違えてしまった。（間隔を
短くしてしまったあるいは長くしてしまっ
た）

R6.11.6 日本脳炎

日本脳炎1期追加の接
種は、初回接種終了後
6月以上空けて接種だ
が、1月早く接種し
た。

1

63 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.12.18 高齢者肺炎球菌
高齢者肺炎球菌を既
接種者に接種した。

1

64 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.12.18
新型コロナウイルス
感染症

新型コロナウイルス
感染症ワクチンを、
同一シーズン内に２
回接種した。（イン
フルエンザワクチン
と同時接種）

1

65 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.12.18 インフルエンザ

インフルエンザワク
チンを、同一シーズ
ン内に２回接種し
た。（新型コロナウ
イルス感染症ザワク
チンと同時接種）

1

66 3.不必要な接種を行ってしまった。 R6.12.12 インフルエンザ

インフルエンザワク
チンを、同一シーズ
ン内に２回接種し
た。

1

67 3.不必要な接種を行ってしまった。 R7.1.4 インフルエンザ

インフルエンザワク
チンを、同一シーズ
ン内に２回接種し
た。

1



別紙３

１．ワクチン間違い ２．対象者誤認 ３．不必要な接種
　　の実施

４．接種間隔間違い ５．接種量間違い ６．接種部位・投与
　　方法の間違い

７．接種器具の
　　不適切な取扱

８．接種器具の不適切な取扱い
　　のうち、血液感染を起こし
　　うるもの

９．期限切れワクチン
　　の使用

10．不適切な保管をされていた
　　ワクチンの使用 11．その他 計(ワクチン別)

DPT-IPV 1 1

DPT 0

DT 1 1 2

IPV 0

MR 3 3 6 12

麻しん 0

風しん 0

日本脳炎 2 1 10 1 14

BCG 0

Hib 3 3

小児用肺炎球菌 1 2 2 5

HPV 1 3 4

高齢者肺炎球菌 1 4 5

水痘 5 5

インフルエンザ 1 7 8

Ｂ型肝炎 3 3

ロタ 1 1 1 3

新型コロナウイルス感染症 1 2 1 4

計(態様別) 2 4 13 31 0 0 0 0 8 0 11 69

※厚生労働省報告時の事故の態様(厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課作成の報告様式より)

1.接種するワクチンの種類を間違えてしまった。(2.を除く)

2.対象者を誤認して接種してしまった。

3.不必要な接種を行ってしまった。(ただし任意接種だとしても、医学的に妥当な説明と同意に基づくものであれば含めない)

4.接種間隔を間違えてしまった。(間隔を短くしてしまったあるいは長くしてしまった)

5.接種量を間違えてしまった。

6.接種部位・投与方法を間違えてしまった。

7.接種器具の扱いが適切でなかった。(8.を除く)

8.既に他の対象者に使用した針を使う等、接種器具の適切でない取り扱いのうち、血液感染を起こしうるもの。

9.期限の切れたワクチンを使用してしまった。

10.凍らせてしまう、冷蔵されていなかった等、不適切な保管をされていたワクチンを使用してしまった。

11.その他

態様別・ワクチン別集計


